
これらの料金は国の制度改正により義務化されておりまので、
ご了承いただきますようお願いします。

200床以上の地域医療支援病院に紹介状を持たずに初診で受
診される場合には、診療費とは別に「選定療養費」を徴収する
ことが義務付けられています。

令和４年度診療報酬改定により、初診時・再診時の「選定療

養費」を１０月１日から次のように変更いたします。

令和４年９月３０日まで 令和４年１０月１日から

初診 医科
歯科 5,500 医科

歯科 7,700
再診 医科

歯科 2,750 医科
歯科 3,300

（上記金額には消費税が含まれています）

※再診時選定療養費は、当院から他の医療機関に対し、紹介状による
紹介を行なったにもかかわらず当院を再度受診される場合にいただ
きます。


